
令和８年 第２回 置戸町農業委員会議事録

１．開催日時 令和８年２月２５日 午後１時３０分から

２．開催場所 置戸町役場 第一会議室

３．出席委員（１１名）

１番 小建 一彦 ２番 井上 一味 ３番 松﨑 久美

４番 安達 伴子 ５番 齊藤 貴浩 ６番 樋渡 秀晃

８番 篠原 正博 １０番 大槻 尚浩 １１番 野里 光幸

１２番 佐藤 秀昭 １３番 廣中 和幸

４．欠席委員（２名）７番 松本 和彦 ９番 溝井 雅幸

５．議に付した事件

議案第３号「農地法第３条第１項の規定による許可申請について」

議案第４号「農地法第５条第１項の規定による許可申請について」

６．職務のため出席した事務局職員の職氏名

事務局長 田中 耕太



事務局長 定刻となりましたので、会長にごあいさつをいただいてから、

開会いたします。会長、よろしくお願いいたします。

会 長 皆さん大変ご苦労様です。この時期は何かとご多忙のところご参集

いただきありがとうございます。

本日も、熱心な議案審議をお願いし、挨拶に替えたいと思います。

会 長 それでは只今より、令和８年第２回置戸町農業委員会議を開会

いたします。

本日の議事録署名委員は、１０番 大槻尚浩委員、１２番 佐藤

秀昭委員を指名します。事務局より、諸般の報告をさせます。

事務局長 本日、届け出のありました委員は７番 松本和彦委員９番 溝井

雅幸委員の２名、農業委員１３名中１１名の出席です。

本日の提案議案は、議案第３号「農地法第３条第１項の規定によ

る許可申請について」から議案第４号「農地法第５条第１項の規定

による許可申請について」までの２件です。以上で諸般の報告を終

わります。

会 長 それでは、議案第３号「農地法第３条第１項の規定による許可申

請について」を議題としますので、議案の１ページをお開きくだ

さい。事務局より説明させます。

事務局長 議案第３号「農地法第３条第１項の規定による許可申請について」

をご説明いたします。

農地法第３条第１項の規定による許可申請が下記のとおり提出が

ありましたので審議を求める。

提出年月日は本日付です。案件は１件です。

１番 譲渡人は置戸町字○○○○○番地の○○ ○○○さん、譲受

人は北見市○○○○○○○○番○ 株式会社 ○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○さんです。土地の所在は字○○○○○

番地他４筆で面積合計は170,010㎡です。場所につきましては３ページ

の図面第１図をお開きください。（第１図にて概要説明）

１ページにお戻りください、以上で議案第３号の説明を終わります。



会 長 ただいま、事務局より議案第３号について説明がありました。

何か質疑はありませんか。

６番樋渡委員質問

議案第３号はあっせんを行い農地法３条での許可申請とのこと

だが、農地利用集積等促進計画での所有権移転と金額だけで考えた

場合に費用の分岐点はどのくらいの金額から変わるのか。

事務局長 現在促進計画で所有権移転を行うと、売主に２％プラス消費税、

買主に１％プラス消費税の負担が発生する、また促進計画では登録

免許税や不動産取得税の軽減がある、３条の許可申請書を司法書士

等に依頼する場合の経費は不明ですが、自分で作成するなら大体の

場合は３条許可申請の方が金額だけでは安価になると思われます。

会 長 ほかに質疑はありませんか

（なしの声あり）

質疑なしと認めます。

それでは、議案第３号について、原案のとおり可決することに賛成

の委員は、挙手をお願いします。（挙手多数）

会 長 賛成多数と認めます。

したがって、議案第３号については、原案のとおり可決いたしました。

会 長 つぎに、議案第４号「農地法第５条第１項の規定による許可申請に

ついて」を議題としますので、議案の２ページをお開きください。

事務局より説明させます。

事務局長 議案第４号「農地法第５条第１項の規定による許可申請について」

をご説明いたします。

農地法第５条第１項の規定による転用許可申請が下記のとおり提

出がありましたので審議を求める。

提出年月日は本日付です。案件は１件です。

申請人は、置戸町字○○○○○番地○ ○○○○さんと訓子府町○

○○○○○番地 ○○○さんとの連名での申請です。



○○さん所有の農地に、○○さんが住宅を建設するための農地転用

許可申請となっています。

土地の所在は４ページ第２図をご覧ください。

今回青く着色いている農地、字○○○○○○○を字雄勝○○○○○

と字○○○○○○○に分筆しています。転用許可申請地は赤で縁取

りした字○○○○○○○○で面積は722㎡です。

右側の土地利用図をご覧ください。

今回の転用申請は後継者であり、現在町外に居住しているため、希

望地の土地利用図からも場所、面積等農家住宅転用許可基準に該当

する申請と推定されます。

以上で、議案第４号の説明を終わります。

会 長 ただいま、事務局より議案４号について説明がありました。

農業委員会等に関する法律第３１条により、自己に関する事項につい

ては、議事に参加することが出来ませんので ○番 ○○○○委員

に退席を命じます

（○○委員退席）

何か質疑はありませんか。（なしの声あり）

会 長 質疑なしと認めます。

それでは、議案第４号について原案のとおり可決することに賛成の

委員は、挙手をお願いします。（挙手多数）

会 長 賛成多数と認め、議案第４号については、原案のとおり可決いたし

ました。

○番 ○○○○委員の復席を認めます。 （○○委員復席）

会 長 以上で、本日の議案の審議は全て終了しました。

これで、令和８年第２回農業委員会議を閉会いたします。


